
決 
 

 

議 
 

 

自
治
体
病
院
は
、
地
域
医
療
の
確
保
と
住
民
福
祉
の
向
上
に
向
け
、
議
会
の
議
決
を
経
て
設
立
さ

れ
、
公
的
医
療
機
関
で
な
け
れ
ば
対
応
す
る
こ
と
が
困
難
な
多
く
の
不
採
算
医
療
を
担
っ
て
い
る
。 

 

近
年
は
、
医
師
不
足
・
偏
在
の
問
題
の
ほ
か
、
度
重
な
る
医
療
制
度
改
革
や
診
療
報
酬
の
見
直
し

等
に
よ
っ
て
厳
し
い
経
営
を
強
い
ら
れ
て
お
り
、
診
療
科
の
縮
小
・
廃
止
に
止
ま
ら
ず
、
休
止
・
閉

院
に
追
い
込
ま
れ
る
な
ど
、
一
層
深
刻
な
事
態
と
な
っ
て
い
る
。 

 

我
々
自
治
体
病
院
を
経
営
す
る
都
市
の
議
会
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
医
療
環
境
の
整
備
及
び

経
営
の
健
全
化
に
全
力
を
傾
注
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
地
域
住
民
に
良
質
な
医
療
を
提
供
す

る
た
め
に
は
、
医
師
不
足
等
を
早
急
に
解
消
す
る
と
と
も
に
、
自
治
体
病
院
の
役
割
に
応
じ
た
財
政

支
援
措
置
の
更
な
る
充
実
強
化
を
図
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。 

 

よ
っ
て
、
我
々
関
係
都
市
の
議
会
は
、
こ
こ
に
総
力
を
結
集
し
、
特
に
次
の
事
項
に
つ
い
て
実
現

を
期
す
も
の
で
あ
る
。 

記 

一
、
地
域
の
医
師
不
足
・
偏
在
を
解
消
す
る
た
め
、
医
師
に
一
定
期
間
の
地
域
医
療
へ
の
従
事
を
義

務
付
け
る
な
ど
抜
本
的
な
対
策
を
緊
急
に
講
じ
る
こ
と
。 

 

一
、 

医
学
部
の
定
員
増
及
び
地
域
枠
の
拡
大
を
更
に
図
る
と
と
も
に
、
診
療
科
ご
と
の
バ
ラ
ン
ス
の

と
れ
た
医
師
養
成
方
策
の
確
立
な
ど
抜
本
的
な
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。 

 

一
、
女
性
医
師
の
出
産
や
育
児
に
よ
る
離
職
を
抑
制
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
復
職
を
促
す
た
め
、
院

内
保
育
所
の
整
備
や
復
職
研
修
の
充
実
、
短
時
間
勤
務
制
の
導
入
な
ど
働
き
や
す
い
職
場
環
境

の
整
備
を
図
る
こ
と
。 

 

一
、 

医
師
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
そ
の
勤
務
環
境
の
改
善
は
も
と
よ
り
、
看
護
師
、
助
産
師
等

医
療
従
事
者
及
び
医
療
事
務
作
業
補
助
者
の
必
要
人
員
確
保
と
養
成
の
た
め
の
財
政
措
置
を

拡
充
す
る
こ
と
。 

 

一
、 

地
域
医
療
の
中
核
を
担
う
自
治
体
病
院
の
経
営
安
定
の
た
め
、
特
に
過
疎
地
、
産
科
、
小
児
科
、

救
急
医
療
に
対
し
て
は
、
地
方
交
付
税
措
置
等
の
充
実
強
化
を
図
る
こ
と
。 

 

一
、 

救
急
患
者
の
受
入
不
能
と
い
う
事
態
を
防
止
す
る
た
め
、
救
急
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築

を
含
め
、
救
急
医
療
体
制
の
充
実
確
保
を
図
る
こ
と
。 

 

以
上
、
決
議
す
る
。 

平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日 

第
三
十
八
回 

全
国
自
治
体
病
院
経
営
都
市
議
会
協
議
会 

定
期
総
会 


